
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
汚水を凝集反応槽に流入させ、酸性凝集処理した後、該凝集混合液を通水性ろ過体を浸漬
したろ過分離槽上部に供給し、該通水性ろ過体表面に凝集汚泥のダイナミックろ過層を形
成させ、該通水性ろ過体より水頭圧ででろ過水を得ることを特徴とする汚水の処理方法。
【請求項２】
凝集反応槽のｐＨが４．５～６．５であることを特徴とする請求項１記載の汚水の処理方
法。
【請求項３】
凝集混合液をろ過分離槽に供給するラインに対し、高分子凝集剤を注入することを特徴と
する請求項１又は請求項２記載の汚水の処理方法。
【請求項４】
汚水の供給管を接続し汚水を流入させて凝集反応させる凝集反応槽、前記凝集反応槽から
の凝集混合液の供給管を槽の上部に設け、かつ槽内に浸漬したろ過モジュールを設け、前
記ろ過モジュールの下方に空洗用散気管を配設したろ過分離槽、前記ろ過モジュール頂部
に接続したろ過水を取り出し処理水槽に供給するろ過水ライン、及びｐＨ調整後の処理水
を放流する処理水排出管を接続した処理水槽を有し、前記ろ過分離槽の、前記凝集混合液
供給ラインに高分子凝集剤の供給管を接続したことを特徴とする汚水の処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、汚水処理に関するもので、有機性汚水や下水２次処理水の高度処理、染色排水
、紙パルプ排水のＳＳ、ＣＯＤ、色度等の除去に用いることができる汚水の処理方法、及
び処理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、有機性汚水等の汚水（以下「原水」という）の高度処理、特にリン、難分解ＣＯＤ
、色度の除去方法として、凝集沈殿法がある。この場合、原水に対し、予め無機凝集剤を
注入して凝集反応させた後、高分子凝集剤を添加する混和槽に導入し、汚泥フロックが形
成してから、さらに沈殿池に導入して固液分離を行わなければならない。通常では、凝集
汚泥の混合液を沈殿池に導入させ、重力沈降によって汚泥を沈降させた後の上澄液を、処
理水として沈殿池から流出させる方法が用いられる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、凝集汚泥を沈降させるため、混和槽に高分子凝集剤を添加して、汚泥フロックを
大きくしなければならない。また、凝集汚泥を十分沈降させ、良好な処理水を得るために
は、それに必要な広い沈降面積を有し、かつ長い滞留時間を与える沈降池が必要であり、
処理装置の大型化と設置容積の増大要因となっている。さらに、沈殿池からの流出水中に
微細なＳＳを含有することがあるため、ＳＳの無い高度な処理水を得るためには、砂ろ過
等による後段処理が必要となる。
近年、沈殿池に代わって、膜ろ過と凝集反応処理を組み合わせた凝集膜ろ過が用いられて
いる。この場合、固液分離膜として、一般的に精密ろ過膜や限外ろ過膜が用いられる。
【０００４】
しかし、ろ過分離手段として、ポンプによる吸引や加圧が必要であり、通常数＋ｋＰａ～
数百ｋＰａの圧力で行うため、ポンプによる動力が大きく、ランニングコストの増大とな
っている。また、膜分離ではＳＳのない清澄な処理水が得られる一方、透過Ｆｌｕｘが低
く、膜汚染を防止するため、定期的に薬洗する必要がある。
本発明は、このような従来の課題に鑑みてなされたものであり、小型の装置で、動力所要
量を低下でき、低いランニングコストで、安定したＦｌｕｘで長期間運転できる汚水の処
理方法及び処理装置を提供することを課題とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記の課題は、以下に記載する各種の手段により解決される。
（１）汚水を凝集反応槽に流入させ、酸性凝集処理した後、該凝集混合液を通水性ろ過体
を浸漬したろ過分離槽上部に供給し、該通水性ろ過体表面に凝集汚泥のダイナミックろ過
層を形成させ、該通水性ろ過体より水頭圧ででろ過水を得ることを特徴とする汚水の処理
方法。
（２）凝集反応槽のｐＨが４．５～６．５であることを特徴とする前記（１）記載の汚水
の処理方法。
（３）凝集混合液をろ過分離槽に供給するラインに対し、高分子凝集剤を注入することを
特徴とする前記（１）又は（２）記載の汚水の処理方法。
【０００６】
（４）汚水の供給管を接続し汚水を流入させて凝集反応させる凝集反応槽、前記凝集反応
槽からの凝集混合液の供給管を槽の上部に設け、かつ槽内に浸漬したろ過モジュールを設
け、前記ろ過モジュールの下方に空洗用散気管を配設したろ過分離槽、前記ろ過モジュー
ル頂部に接続したろ過水を取り出し処理水槽に供給するろ過水ライン、及びｐＨ調整後の
処理水を放流する処理水排出管を接続した処理水槽を有し、前記ろ過分離槽の、前記凝集
混合液供給ラインに高分子凝集剤の供給管を接続したことを特徴とする汚水の処理装置。
【０００７】
【発明の実施の形態】
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本発明によれば、有機性汚水等の高度処理として用いられてきた、従来の凝集反応槽の後
段にろ過分離槽を設置し、該ろ過分離槽に通水性ろ過体を浸漬し、凝集処理を受けた原水
をろ過分離槽上部に供給すれば、ろ過分離槽内の通水性ろ過体により、少ない水頭圧で清
澄なろ過水を得ることができる。必要な水頭圧の大きさは通常数ｃｍから数十ｃｍで十分
である。
凝集汚泥混合液に対し、低い水頭圧で通水性ろ過体によりろ過を行うと、通水性ろ過体表
面に比較的均一であり、ろ過性能の高い凝集汚泥層が形成される。これは１種のダイナミ
ックろ過膜となり、凝集混合液は、ろ過体表面の汚泥ろ過層によってＳＳが完全に阻止さ
れ、清澄なろ過水を得ることができる。
【０００８】
本発明者等は、凝集反応槽では、酸性凝集を行い、例えば、ｐＨを４．５～６．５と設定
すると、凝集処理後の汚泥フロックが大きく、透水性の良いものであるため、ろ過体表面
に短時間で汚泥のダイナミックろ過層が形成できることを見出した。該汚泥ろ過層はろ過
体への付着力が弱く、ろ過時間とともに汚泥ろ過層が肥大し、ろ過抵抗の増加を生じた時
、ろ過モジュール下部の空気洗浄管による曝気、及びろ過体内部へ清水を用いた水逆洗を
行うことで、容易に剥離することが可能である。更に長時間無機凝集剤添加による凝集処
理を行っても、ろ過体表面に無機質のスケールの生成がほとんどなく、ろ過体に対し、酸
等の薬品による洗浄は不要である。
【０００９】
通水性ろ過体としては、不織布、織布、ろ布、金属網等のいずれを用いても同様な効果が
得られる。また、ろ過体形状としては、平面型、円筒型、中空型のいずれを用いることも
可能であり、複数個を束ねてろ過体モジュールとして用いることが可能である。
汚泥の流入をろ過分離槽の上部とした結果、凝集汚泥混合液がろ過モジュールより固液分
離される際に、凝集汚泥混合液がろ過モジュールのろ過面に沿って層状の流れを形成する
ため、ダイナミックろ過が行われ、そのろ過により濃縮した汚泥がろ過分離槽下部に沈降
する。しかも、定期的な逆洗の際にはろ過面から剥離された汚泥が重力沈降で同槽の下部
に沈降して、濃縮汚泥を形成する。ろ過分離槽下部よりこの濃縮汚泥を定常的に排出すれ
ば、ろ過分離槽内部の汚泥混合液の濃度が高くなることがなく、ろ過体表面に常時安定し
た汚泥のダイナミックろ過層を形成することができる。ダイナミックろ過とは、ろ過の進
行によりろ過体のろ布表面に形成された活性汚泥粒子の付着物層により行うろ過である。
【００１０】
ろ過体表面に汚泥のダイナミックろ過層が形成されるまでに、ろ過モジュール内に汚泥侵
入が生じる。このため、モジュール内部に汚泥の堆積を無くすために、定期的な排泥を行
うことが必要となる。この排泥方法としては、ろ過モジュール下部より内部に貫通する排
泥管を設け、排出汚泥を凝集反応槽に導入するように設置する。なお、排出動力としては
、水頭圧による自然流下が好ましく、水頭圧は、ろ過時水頭圧と同程度とする。
【００１１】
【実施例】
以下に、本発明を実施態様の一例を示す図面を用いて詳細に説明する。ただし、本発明は
、この実施例のみに限定されるものではない。
【００１２】
実施例１
図１は、有機性排水に対する本発明による処理法の一例のフローシートである。
図１に示す如く、流入原水１が凝集反応槽２に流入し、無機凝集剤３とｐＨ調整用の酸ま
たはアルカリ４を添加し、攪拌機５により常時攪拌しながら凝集処理を行っている。凝集
処理後の汚泥混合液は、凝集混合液供給ポンプ６より、ろ過分離槽８の上部に送られる。
ここで、凝集汚泥のろ過性状に対応して、高分子凝集剤１０が凝集混合液供給ライン１３
に注入される。ろ過分離槽８の上部に流入した凝集混合液がろ過分離槽８内のろ過モジュ
ール９の膜面に沿って流下し、ろ過モジュール９より水頭圧差でろ過を行い、ろ過水ライ
ン１４を通じて得られるろ過水が処理水槽１７に流入し、処理水２０としてＮａＯＨ添加
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でｐＨ調整してから放流される。
【００１３】
ろ過体表面に汚泥ろ過層が過剰に成長し、ろ過水量が低下した時、ろ過モジュール９の洗
浄を行う。洗浄方法としては、一旦ろ過水弁１９を閉じ、ろ過停止してから、ろ過モジュ
ール９下方の空気用散気管１２を通じて空洗ブロワ７より曝気して、ろ過体表面の汚泥ろ
過層を剥離する。曝気による空洗後は、逆洗ポンプ１８よりろ過水をろ過水ライン１４か
らろ過モジュール内部に導入する水逆洗操作で、ろ過体表面付着汚泥の剥離を行った。
【００１４】
なお、汚泥のダイナミックろ過層が形成するまでは、ろ過モジュール９内部に汚泥の侵入
が起こる。モジュール９内部侵入汚泥を外部に排出するために、水逆洗時に排泥弁１５を
開放すれば、導入された逆洗排水の一部が、内部侵入汚泥とともに排出汚泥１６として、
凝集反応槽２に排出することが可能である。水逆洗終了後もさらに排泥弁１５を数分間開
放して、排出汚泥の排除を行う。
【００１５】
ろ過分離槽８のろ過モジュール９よりろ過水を得た後、ろ過分離槽８下部に濃縮した凝集
汚泥が沈降し、これを濃縮汚泥１１として汚泥濃縮槽や汚泥脱水設備に供給して、濃縮・
脱水等の処理を行う。
第１表に本実施例での凝集反応槽の処理条件を示す。また、第２表にろ過分離槽の処理条
件を示す。
【００１６】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００１７】
第１表に示すように、凝集反応槽２への原水流入量が１０ｍ 3／ｄであり、無機凝集剤３
として塩化第２鉄１００ｍｇ／リットルを連続注入した。反応槽２の凝集ｐＨを５．０に
なるように、常時Ｈ 2ＳＯ 4又はＮａＯＨの注入で制御を行った。反応時間は約２０分とし
た。
【００１８】
第２表にろ過分離槽８の処理条件を示す。本実施例では、通水性ろ過体として、有効面積
０．４ｍ 2の平面型織布ろ過体５枚を束ねて、ろ過体モジュール９としてろ過分離槽８に
設置した。ろ過時の平均水頭圧を約１０ｃｍとした。ろ過水量は約１０ｍ 3／ｄである。
【００１９】
【表２】
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【００２０】
ろ過体に対する洗浄は、ろ過を一旦停止し、ろ過モジュール９に対する空洗及び水逆洗を
行う。空洗は風量１３５リットル／ｍｉｎで３分間行った。水逆洗は、空洗後に水量５５
リットル／ｍｉｎで約１分間行った。水逆時間は排泥弁１５を開放して、内部侵入汚泥が
逆洗水の一部とともに１０ｃｍの水頭圧により排出した。水逆洗終了後もさらに排泥弁１
５を約１～３分間開放して、モジュール９内部の残留汚泥混合液を排出した。
【００２１】
図２に、第２表の処理条件で２ヶ月連続処理時のろ過フラックスの経過を示す。連続処理
において、ろ過Ｆｌｕｘが常時５ｍ／ｄ程度であり、安定した処理が得られた。
このように約２ヶ月連続した時の、原水１及び処理水２０の平均値を第３表に示す。
【００２２】
【表３】
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【００２３】
第３表に示すように、原水１のｐＨが７．１、濁度３２０度、ＳＳ１５０ｍｇ／リットル
、色度１２０度であるのに対し、ろ過後の処理水２０では、ｐＨ７．０、濁度５．０度以
下、ＳＳ５ｍｇ／リットル以下、色度１０度となり、ろ過水が清澄であると認められた。
また、ＣＯＤについては、原水１の１３０ｍｇ／リットルであるのに対し、処理水２０で
は、２０ｍｇ／リットルとなり、凝集処理で良好な水質が得られた。
【００２４】
【発明の効果】
本発明によれば、有機性汚水等の高度処理として用いられてきた、従来の凝集反応槽の後
段にろ過分離槽を設置し、該ろ過分離槽に通水性ろ過体を浸漬し、凝集処理を受けた原水
をろ過分離槽上部に供給すれば、ろ過分離槽内の通水性ろ過体により、少ない水頭圧で清
澄なろ過水を得ることができる。
凝集汚泥混合液に対し、低い水頭圧で通水性ろ過体よりろ過を行うと、ろ過体表面に比較
的均一であり、ろ過性能の高い凝集汚泥層が形成される。この汚泥ろ過層によってＳＳが
完全に阻止され、清澄なろ過水を得ることができる。
【００２５】
凝集反応槽では、酸性凝集を行い、例えば、ｐＨを４．５～６．５と設定すると、凝集処
理後の汚泥フロックが大きく、透水性の良いものであるため、ろ過体表面に短時間で汚泥
のダイナミックろ過層が形成できる。該汚泥ろ過層はろ過体への付着力が弱く、ろ過時間
とともに汚泥ろ過層が肥大し、ろ過抵抗の増加を生じた時、ろ過モジュール下部の空気洗
浄管による曝気、及びろ過体内部へ清水を用いた水逆洗を行うことで、容易に剥離するこ
とが可能である。さらに長時間無機凝集剤添加による凝集処理を行っても、ろ過体表面に
無機質のスケールの生成がほとんどなく、ろ過体に対し、酸等の薬品による洗浄は不要で
ある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の汚水の処理を実施する装置の概略説明図である。
【図２】本発明の実施例１のろ過水Ｆｌｕｘの経時変化を示すグラフである。
【符号の説明】
１　流入原水
２　凝集反応槽
３　無機凝集剤
４　酸またはアルカリ
５　攪拌機
６　凝集混合液供給ポンプ
７　空洗用ブロワ
８　ろ過分離槽
９　ろ過モジュール
１０　高分子凝集剤
１１　濃縮汚泥
１２　空洗用散気管
１３　凝集混合液供給ライン
１４　ろ過水ライン
１５　排泥弁
１６　排出汚泥
１７　処理水槽
１８　逆洗ポンプ
１９　ろ過水弁
２０　処理水
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(7) JP 3874635 B2 2007.1.31



フロントページの続き

(72)発明者  葛　甬生
            東京都大田区羽田旭町１１番１号　株式会社荏原製作所内
(72)発明者  小西　聡史
            東京都大田区羽田旭町１１番１号　株式会社荏原製作所内
(72)発明者  片岡　克之
            東京都大田区羽田旭町１１番１号　株式会社荏原製作所内
(72)発明者  田中　俊博
            東京都大田区羽田旭町１１番１号　株式会社荏原製作所内

    審査官  富永　正史

(56)参考文献  特開平１０－０３４１６１（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－１４１０６５（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－２２４９３５（ＪＰ，Ａ）
              特開昭５７－１８７００７（ＪＰ，Ａ）
              特開平０３－２６２５８９（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－１２８９５４（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－１０４６５７（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              B01D 21/00-21/34
              B01D 65/02
              C02F  1/44
              C02F  1/52-1/56

(8) JP 3874635 B2 2007.1.31


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

